
法令の改正に基づき、経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、
電気用品安全法で義務付けられた内容を平成21年4月から生産の該当製品に表示しています。
※製品自体の仕様変更はありません。

長期使用製品安全点検制度 長期使用製品安全表示制度

対
象
製
品

・屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、LPガス用）
・屋内式ガスバーナー付ふろがま（都市ガス用、LPガス用）
・石油給湯機
・石油ふろがま
・密閉燃焼（FF）式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機

・扇風機
・エアコン
・換気扇
・洗濯機
・ブラウン管テレビ

大建エアスマートは
こちらに該当します。

計9品目 計5品目

運
用
時
期

平成21年4月1日から運用
　　→消費生活用製品安全法（消安法）の改正

平成21年4月1日から運用
　　→消安法をふまえて、電気用品安全法の技術基準省令の改正

制
度
概
要

経年劣化により、安全上支障が生じ、
特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について、
点検制度が設けられます。

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、
事故件数が多い製品について、
設計上の標準使用期間と経年劣化についての
注意喚起等の表示が義務化されます。

24時間換気システム＜エアスマート＞
－「長期使用製品安全表示制度」対応に関するお知らせ－

法令の改正により、
新たな制度が平成21年4月1日より施行されます。

■改正・施行される法令の概要

長期間の使用に伴う経年劣化による重大事故を未然に防止するため、以下の2つの制度が創設されます。

■安全表示制度の対象となるエアスマート該当製品（表示貼り付け箇所）

＜給気ファンシリーズ＞
例）給気ファン21型

＜排気ファンシリーズ＞
例）排気ファン（大風量）

＜DKファンシリーズ＞
例）同時給排型換気扇
　　DKファン06タイプ

ココ！
本体正面

＜DKファンNKシリーズ＞
例）熱交換型換気扇
　　DKファンNK11型08タイプ

ココ！
本体正面

ココ！
本体下面

ココ！
本体正面

※付属のリモコンにも
　 同様の内容を記載

大建エアスマートは
該当しません。



■取扱説明書への添付チラシ

＜排気ファンシリーズ、給気ファンシリーズ、DKファン・DKファンNKシリーズ＞

安全表示制度に関する説明、及び「設計上の標準使用期間」の設定根拠について記載したチラシを
該当製品に同梱の取扱説明書に添付しています。

■本体貼り付け表示の内容

＜排気ファン＆給気ファンシリーズ＞ ＜DKファン・DKファンNKシリーズ＞
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長期使用製品安全表示制度、エアスマートに関するお問い合わせ
お見積り・ご相談は

DAIKENのホームページから専用見積りソフトを
ダウンロードできます。
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